
寒河江市上下水道事業管理規程第５号 

 

寒河江市水道事業等の業務に係る公金のコンビニエンスストア収納事務委託

に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

令和６年３月２５日 

 

寒河江市長  佐  藤  洋  樹 

 

 

 

寒河江市水道事業等の業務に係る公金のコンビニエンスストア収納 

事務委託に関する規程の一部を改正する規程 

 

寒河江市水道事業等の業務に係る公金のコンビニエンスストア収納事務委託

に関する規程（平成２５年水道事業管理規程第１号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条」を

「において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１

項」に改める。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


